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［背景・ねらい］ 

近年、成熟期のウメ果実に褐色等の小斑点が多数生じる「黒点症（通称）」（図 1）や一次加工

後の白干し梅で果皮の一部分が硬化する「油揚げ症（通称）」（図 2）が発生し、深刻化していま

す。「黒点症」は、4・5 月の降水量が多い年に多発し、「黒点症」の果実を梅干しに加工すると、

高い確率で「油揚げ症」が発生します。そこで、小型スプリンクラーを用いて人工的に多雨状況

を再現し、薬剤防除時に展着剤や被覆資材を混用し、「黒点症」・「油揚げ症」の軽減効果を明らか

にしました。 

 

［研究の成果］ 

１．マシン油乳剤 95、アビオンＥ、カルシウム剤について「黒点症」並びに「油揚げ症」に対す

る軽減効果を検討した結果、マシン油乳剤 95 200倍を 5月中旬以降 2週間毎の 3回散布および

アビオンＥ1,000 倍を 4 月上旬以降 2 週間毎の 6 回散布により軽減効果が認められます（図 3、

4）。しかし、マシン油乳剤 95は薬害の発生が認められます。 

２．アビオンＥ1,000倍を 4月上旬以降２週間毎の 6回散布区と、4月上旬以降 2週間毎で 4回散

布の 4 回前半散布区、4 月下旬以降 2 週間毎で 4 回散布の 4 回後半散布区で軽減効果の検討を

行った結果、黒点症発生率は、4 回前半散布区において 6 回散布区と同様の軽減効果が認めら

れます（図 5）。油揚げ症発生率は、4 回前半散布区および 4 回後半散布区ともに 6 回散布区と

同様の軽減効果が認められます（図 6）。これらの結果から、アビオンＥ1,000 倍を 4 月上旬か

ら 2週間毎で 4回散布するのが最も効果的です。 

３．生育ステージが遅く、薬剤防除の開始が遅い山間地（みなべ町清川）では、アビオンＥ1,000

倍の 4月下旬以降 2週間毎の 3回散布で、「黒点症」並びに「油揚げ症」に対する軽減効果が認

められます（図 7、8）。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 黒点症果実           図 2 油揚げ症果実 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

［成果のポイントと活用］ 

１．「黒点症」および「油揚げ症」の軽減対策としては、アビオンＥ1,000倍の 4回散布 

（4月 2回、5月 2回）が有効です。 

２．生育ステージの遅い山間地では、4月下旬以降 2週間ごと 3回散布が最も効果的です。 

３．アビオンＥは農薬（特定農薬）に混用する展着剤であり、単用散布はできないため、散布の

際は、必ずラベルに記載された使用法を守る必要があります。 
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図 3 散布資材別の黒点症の発生率 

異符号間に Tukey の多重比較により 5％水準で有意差あり 

図 4 散布資材別の油揚げ症の発生率 

異符号間に Tukey の多重比較により 5％水準で有意差あり 

図 5 アビオン E散布回数と黒点症の発生率 

異符号間に Tukey の多重比較により 5％水準で有意差あり 

図 6 アビオン E散布回数と油揚げ症の発生率 

異符号間に Tukey の多重比較により 5％水準で有意差あり 

図 7 山間地におけるアビオン E散布回数と 

黒点症の発生率  

異符号間に Tukey の多重比較により 1％水準で有意差あり 

図 8 山間地におけるアビオン E散布回数と 

油揚げ症の発生率  

異符号間に Tukey の多重比較により 1％水準で有意差あり 


